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                                                    前 
                          令和    年    月    日  午        時    分  受理 
                                                    後 
 

 

                                          設  置 

                      選  挙  事  務  所  異  動  届 

                                        （廃  止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
新 選 挙 事 務 所 所 在 地 

（ 建 物 名 称 ） 

  

２ 旧 選 挙 事 務 所 所 在 地 

 ※ 

３ 

設 置 

異 動 

(廃 止) 

年 月 日 令和   年   月   日 

４ 候 補 者 の 氏 名 

 

  

  第５０回衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙事務所を上記の 

          設  置 

  とおり  異  動  したので届け出ます。 

        （廃  止） 

 

      令和    年    月    日 

 

  神 奈 川 県 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 
                                      殿 
                選挙管理委員会委員長 

 

                衆議院小選挙区選出議員選挙神奈川県第    区選挙区 

 

                            住   所 

                候  補  者 

              （推薦届出者）氏   名                               

 
  備考 
    １  推薦届出者の場合は、候補者の承諾を得たことを証明する書面（選挙事務所設置(異動)承諾書） 
      を添付してください。 
    ２  推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面（推薦届出代表者 
      証明書）を添付してください。 
    ３  ※印の欄は、異動届の場合にのみ記入してください。 
    ４  選挙事務所を選挙期日までに閉鎖した場合は、本用紙により廃止届を提出してください。 
  ５ 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これらの

者の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示
又は提出を行ってください。ただし、候補者又は推薦届出者本人の署名その他の措置がある場合は
この限りではありません。 

 

（電話   （    ）     ） 


